
 

仕 様 書 

１概 要  

(１)対象建物         別添資料－１のとおり  

(２)需要場所         別添資料－１のとおり 

(３)用  途         福知山市文化施設等５か所で使用する電力 

 

２ 仕 様  

(１)電気方式、標準電圧、計量電圧、標準周波数、受電方式、設備容量、発電設備等  

ア 電気方式        別添資料－１のとおり 

イ 標準電圧        別添資料－１のとおり 

ウ 計量電圧         別添資料－１のとおり 

エ 標準周波数        別添資料－１のとおり 

オ 受電方式        別添資料－１のとおり 

カ 発電設備        別添資料－１のとおり 

キ 設備容量        別添資料－１のとおり 

ク 需給地点        別添資料－１のとおり 

ケ 電気工作物の財産分界点 (１)クと同じ 

コ 保安上の責任分界点   (１)クと同じ 

(２)契約電力、予定使用電力量  

ア 契約電力        別添資料－２のとおり 

イ 予定使用電力量     別添資料－２のとおり 

（令和元年９月計量日から令和元年９月計量日の前日までの使用量見込み）  

ただし、実際に契約期間中に使用される電力量は、この値を上回り、又は下回る 

ことができるものとする。また、その予定使用状況については次の電力使用実績 

のとおりとする。  

(３)契約使用期間 

  令和元年９月計量日から令和２年９月計量日の前日までの期間 

（地方自治法第 234条の 3に基づく長期継続契約）  

(４)検針日及び計量  

別添資料－２のとおり 

計量期間は、前月計量日の０時から当月計量日の前日の 24時までとし、計量は、 

計量器により記録された値によるものとする。  

(５)代金の算定期間  

代金の算定期間は、前月の計量日から当該月の計量日の前日までの期間とする。  



 

(６)力 率  

ア 供給者は契約期間において、その１月の平均力率により、力率割引及び割増しを 

行うことができるものとする。なお、力率割引及び力率割増しを行う場合は、当該 

地域を管轄する一般送配電事業者が定める電気供給条件（特別高圧・高圧）に準ず 

るものとする。  

イ 力率は、その月の午前８時から午後 10 時までの時間における平均力率とする。単

位は、パーセントとし、小数点以下第 1 位を四捨五入する。（瞬間力率が進み力率と

なる場合には、その瞬間力率は 100 パーセントとする。）  

平均力率の算定式は次のとおり。  

平均力率(％)＝{有効電力量／√(有効電力量)2 + (無効電力量)2 ）}×１００  

ウ 契約期間における予定平均力率は、100 パーセントとする。  

(７)燃料費調整額  

供給者の発電費用等の変動により、契約金額の変更が必要となった場合は、燃料費 

の調整を行うことができるものとする。  

なお、燃料費の調整を行う場合は、当該地域を管轄する一般送配電事業者が定める 

電気供給条件（特別高圧・高圧）に準ずるものとする。  

(８)再生可能エネルギー発電促進賦課金  

再生可能エネルギー発電促進賦課金は、当該地域を管轄する一般送配電事業者が定 

める電気供給条件（特別高圧・高圧）に準ずるものとする。  

(９)精算金  

契約期間内に契約電力を変更する場合、供給者は、精算金を請求することができる 

ものとする。  

なお、精算金の算定を行う場合は、当該地域を管轄する一般送配電事業者が定める 

電気供給条件（特別高圧・高圧）に準じ算定するものとし、その金額は双方協議の上

決定するものとする。  

(10)支払方法  

供給者は、代金の算定後速やかにその代金の請求を各施設毎に毎月行うこととし、 

福知山市は、契約書に基づきその代金を支払うものとする。  

(11)その他  

力率の変動、その他の要因による電気料金の調整及び仕様書に定めのないその他の 

供給条件については、当該地域を管轄する一般送配電事業者が定める電気供給条件（特 

別高圧・高圧）に準じるものとする。 


